
つくば市立竹園東中学校 生徒憲章 

本校には、いわゆる「校則」というような明文化された 

約束ごとはありません。これは、今まで在籍した生徒や保 

護者の方の深い理解によって支えられてきたものであり、 

他に誇ることができる伝統です。生徒憲章に基づき、「規 

則があるから守る」のではなく、「どうあるべきかを考え、 

行動することのできる生徒を育てていきたい」という創立 

当時からの姿勢を、これからももち続けていきたいと考え    The Dream Of Takezono 

ています。ご理解・ご協力をお願いします。           「太陽の船出」 

 

＜ 服装・持ち物などについて ＞ 

１．標準服について 

    本校の標準服は、ブレザー、ワイシャツ（ブラウス）、ネクタイ、上履きのみ規定してい 

ます。スラックス、スカート、ソックスは、各自ブレザー等に合うものをコーディネートし 

てください。基本的には、グレーやネイビーを基本とし、落ち着いた色やデザインが望まし 

いです。ソックスについても、標準服に合うものを選んでください。 

２．体操服について（技能教科の授業、行事などで使用します。） 

    本校指定のジャージ（上・下）、ハーフパンツ、半袖Ｔシャツがあります。 

３．通学用バッグについて 

    本校指定のものはありません。自転車を運転する際の安全上、手が自由になるリュック型 

をおすすめしています。 

４．夏の服装について 

  熱中症対策から体操服で過ごしても良い期間を設けています。 

５．防寒着について 

    セーター、ベストなどを着用できます。登下校時には、防寒着の着用ができます。 

６．持ち物について 

  「学校生活に必要な物」を持ってきてください。ご不明な点は、お問い合わせください。 

 

＜ 自転車の利用について ＞ 

１．竹園東中学校では、徒歩通学が基本です。 

２．以下の地区で希望する生徒は自転車通学を許可しています。 

一 人格形成 
未来につながる社会の一員として周りから求められる人になろう 

 
二 自 律 

竹園東中学校の一員として、「生徒主体」の精神をもち、改善に 
向けて行動を起こそう 

 
三 創 造 

先輩が創り上げてきた伝統を守りながら発展させ、新たなる竹園 
東中学校をつくろう 

 

竹園１丁目の一部、吾妻４丁目の一部、千現１丁目、千現２丁目、東新井、倉掛の一部、花室、二の宮 


